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回忌りに

はじめに

　本稿の目的は、日本の満州経営において問題となっていた在満行政機構改革問題を事例

として、特に、関東都督府官制改正と在満領事指揮監督権間題をめぐる陸軍と外務省との

対立に焦点をあてることで、日露戦後から第一次大戦期までの日本の跳出関係を明らかに

しょうとするものである。

　近代日本政治史における政軍関係の究明は、これまで多くの歴史学者や政治学者によっ

てなされており、今後も重要なテーマの一つであろう。その際、特に関心が集中してきた

のは、政治への陸軍の絶大な影響力であった。

　戦前期日本の政軍関係を論じる際、陸軍がなぜ政治勢力となったのか、陸軍の政治介入

はどのような内実か、といったことが問題とされてきた。そこでは、陸軍が統帥権の独立

と軍部大臣武官制と誌面上奏権とによって制度的に、政府に対して独立した地位を有し、

その地位を利用して政治に介入していたことが指摘される。確かに、陸軍の置かれていた

制度的地位を明らかにすることは重要である。しかし、政と軍との関係は制度的枠組みだ

けによって関係付けられるものではない。日本の政軍関係の実態を知るためには、政治過

程の分析も必要となる。その際、陸軍がどのような論理にもとづいて政治に参加したのか

も闇われなければならない。すなわち、陸軍が政治参加する際、その要求はいかなる理由

にもとづいていたのか、その要求は、管掌範囲にとどまるのか、否か、が問題となる。さ

らに陸軍の要求は達成されたのか、も問題となる。この問題を抜きにして陸軍の政治勢力

化や政治介入を論じることはできないであろう。以上のような闇題を考察することが本稿

の目的である。ここでは、在満行政機構改革問題を取り上げ以上の問題について検討する。

　本稿において在満行政機構改革問題を取り上げる理由は、この問題が、陸軍と外務省の
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両官僚組織による、対満州政策におけるそれぞれの管轄範囲を奪い合うといった権限争い

を意味することによる。陸軍と外務省の対立の契機となった権限とは、外務省の関東都督

に対する監督権と関東都督の在満領事に対する指揮監督権とであった。この問題は対外政

策の執行を主要な任務の一つとする両組織の満州における執行権限めぐる争いであり、陸

軍の論理が露骨に表れる事例であるといえる。

　そこで以下では、在満行政機構改革問題について、陸軍の政治勢力化と政治介入並びに

その論理を中心に検討していく。まず、第1章では、日露戦後からの政軍関係を扱った先

行研究と関東都督府、とりわけ領事指揮監督権問題を扱った先行研究とを整理し、問題点

を指摘する。第2章では、関東都督府官制改正問題をとりあげ、関東都督府と外務省との

権限関係をめぐる陸軍と外務省の攻防を分析する。第3章では、在満領事指揮監督権闇題

をとりあげ、関東都督府と在満領事との権限関係をめぐる陸軍と外務省の攻防を分析する。

第二章　先行研究の整理

　これまでの戦前点本の政軍関係に関する研究は、軍の制度的側面を中心に分析し、陸軍

の政治勢力化を問題とする研究とS・ハンテントンやS・E・ファイナーら欧米の政治学

者によって確立された政治関係理論に依拠した研究とがある。

　まず、陸軍の政治勢力化を問題とする研究を取り上げる。この研究は、政治勢力として

の軍の成立を認める見解とそれを否定する見解とがある。

　政治勢力としての陸軍の成立を重視した研究の代表者として、由井正臣氏があげられる

であろゲ。由井氏は、政治勢力としての陸軍の成立時期を日露戦争後とする。そして、そ

のメルクマールとして以下の二点をあげる。第一に、この時期に軍を政治勢力たらしめる

制度的枠組みが確立したことである。具体的には「帝国国防方針」2の策定が軍のみで行わ

れたこと、「軍令」の制定により陸海軍の統帥に関する法令を独自に設定する権限を獲得し

たこと、植民地の行政機関の長が陸軍大将・中将に限定されていたことをあげている。第

二は、専門的軍事官僚機構が形成されたことである3。その理由として「帝国国防方針」の

策定過程において、実質審議が中堅幕僚によって行われ、彼らの政治的役割の重要性が増

したことをあげている。

1　由井正臣二本帝国主義成立期の軍部」（原秀三郎・峰岸純夫・佐々木潤之介・中村政則編『大系日本

　　国家史5近代∬』東京大学出版会、！976年、所収）。

2　1907年4月に制定された「帝国国防方針」（「日本帝国の国防方針」、「国防に要する兵力」、「帝国軍の

　　用兵綱領」の総称）は、鹿本の国防政策の基本方針を定めたものである。これにより陸軍は仮想敵国

　　をロシアとし、常設25個師団を目標とした。

3　北岡伸一氏は、明治末から大正中期にかけて、大陸政策と関連させながら陸軍内の権力構造を分析し、

　　田中義～による陸軍の非長州閥化、軍事官僚機構の形成を閣らかにした。北岡伸一『日本陸軍と大陸

　　政策』第5版（東：京大学出版会、2000年）。
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　このような研究において問題とされていたことは、国家の暴力装置である軍隊が政治勢

力化されたことによって、陸軍は政策決定過程においてその参加者となることができたこ

と、その陸軍は独自の権限を持ち、制度的にシビリアンコントロールを排除することが可

能であったことである4。

　このような研究を踏まえて小林道彦氏は、日露戦後において政治勢力としての軍は、成

立していないとの見解を主張している5。

　小林氏によると、軍部とは、「他の国家機関・政治勢力から相対的に独立した政治的軍隊」

をさし、「軍部が実態的に成立するためには、専門的軍事官僚による軍支配が実現し、軍が

政治的に独自の動きをはじめることが必須の条件」とされ、「制度的保証の存在が、即座に

軍部の成立をみちびいたわけではない」と論述した6。小林氏は、！912年の陸軍二個師団増

設間題を事例としてとりあげ、陸軍の二個師団増設要求が、第二次西園寺内閣において決

定されなかったことを指摘し、日露戦後の陸軍は政治勢力ではないと結論づけた7。

　小林氏は、一次資料によった実証研究により、当時の詳細な政治過程を明らかにした。

しかしながら小林氏の見解には問題がある。第一に、小林氏の分析は、軍部成立の「必須

条件」に力点をおきすぎているきらいがある。そのため、小林氏の研究は、日露戦後に政

治勢力としての軍が成立していたのか、していなかったのか、といった分析にとどまる。

　第二は、小林氏は一連の研究において、「日清戦後経営期は、陸海軍の政治的独立性が二

重の意味で強化されていった時期であった。」8、「近代日本における軍部の端緒的成立は、

この大隈内閣期にもとめられる」9、「近代日本における軍部の成立は、一九三一年（昭和六〉

の満州事変以降にもとめざるをえない」10とあるように、「軍部の成立」時期に関して見解

にずれが生じている。このことから小林氏の提示する「必須条件」では、逆に、いつの時

代でも暉部」が成立していたと、説明できそうであり、説得力に欠けている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イのヒョンチョル
　つぎに、政軍関係理論に依拠した研究をみてみる。この研究の代表者は、李燗詰氏で

あろう11。李氏は戦前日本の政軍関係の特徴として、「非文民支配民政軍関係」と「合法的・

間接支配」を指摘している。「非文民支配型政庁関係」とは、近代日本において文民支配の

原則が制度化されずに政軍関係が展開されてきたことをさし、「合法的・間接支配」とは、

十五年戦争期の軍部による政治支配が明治憲法を遵守した合法性の枠内において強化され、

軍による既存の政治体制の破壊は行われず、それを通して間接的に支配するにとどまった

4　吉砥三巴本の軍隊」（『岩波講座日本通史　第17巻近代2』岩波書店、1994年、所収）。

5　小林道彦『冒本の大陸政策』（南窓社、1996年）。

6　小林道彦「日露戦後の軍事と政治」（『思想』814号、1992年）。

7　前掲、小林『晶晶の大陸政策』281－282頁。

8　同上、23頁。

9　前掲、小林納露戦後の軍事と政治」。
1。

@小林道彦「大正政変期の大陸政策と陸海軍」（『資本史研究』363号、1992年）。
11@李嫡詰『軍部の昭和史』上下（霞本放送出版協会、1987年）。
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ことを意味する。このような指摘は法制的観点から見た場合、適合すると考えられる。し

かし、こうした見解は問題点を含んでいると考えられる。「合法的・間接支配」の分析枠組

みからでは、陸軍による政治介入の制度的形態を指摘できたとしても、軍事行動を本来的

な任務とする官僚組織が、なぜ政治を支配する必要があったのか、ないしはすることがで

きたのかといった問題を解明できない。そもそも、戦前期日本において、軍部大臣部官制

に見られるように軍人が政治に参加することは制度的に認められていたのであるから、政

治介入が「合法的」となるのは当然のことといえるのではないだろうか。

　以上、戦前期日本の門門関係研究を概観したが、問題点を指摘するならば次のようにな

るであろう。由井正臣氏も小林道彦氏も、政治勢力としての軍が成立していたのか、成立

していなかったのか、の分析に重点が置かれていた。日露戦争後の制度的枠組みの確立か

ら、政治勢力としての軍の成立を説明しても、それは陸軍が政策過程での参加者であるこ

とを明らかにしているだけである。したがって、陸軍の要求は達成されたのか、その要求

はいかなる理由にもとづいていたのか、要求達成の手段はどのようなものだったのか、そ

れらは陸軍本来の管掌範囲にとどまるのか、とどまらないのか、といった政軍関係を考え

るうえでの重要な問題の実態の解明は不十分なまま残されているのである。

　以上の問題点を克服するため、本稿では既に述べた在満行政機構改革問題に着目したい。

それでは在野行政機構改革問題について、従来どのような研究がなされてきたのであろう

か。

　干満行政機構改革問題に関する研究は、管見の限り、それほど多くはない。なかでもと

りわけ重要なのが、最初に通史的研究を行った栗原健氏の研究である12。栗原氏は、関東

都督府の設置から廃止まで、都督の領事指揮監督権問題を中心に分析した。栗原氏の研究

は日本の対満政策における陸軍と外務省の対立が、都督の領事指揮監督権をめぐる争いで

あったことを明らかにした。

　しかし、栗原氏の研究は、領事指揮監督権問題の存在を指摘するにとどまっており、そ

れ以上の分析はなされていない。つまり、陸軍が何のために領事指揮監督権を手に入れよ

うとし、それがどの程度実現できていたのか、といった問題については論及が必ずしも充

分ではない。

　また、栗原氏は対満政策を「文治的平和的合理主義に基く政策と武断的進略的急進主義

を奉ずる政策との対立衝突」と捉え、「漸次前者の敗退となり四々と後者が優勢を占めて、

遂に満州事変の勃発に至る」と認識している13。このことは対満政策における陸軍の外務

省に対する優位を意味しているが、果たして本当にそのような事実があったのか、もここ

12@栗原健「霞露戦後における満州善後措置問題と萩原初代奉天総領事」、同「関東都督府問題提要一特に

　官制上よりみた都督の在満卓：事指揮：監督問題一’」（栗原健編著『対満蒙政策史の一面』原書房、1966

　年、所収）。
13@前掲、栗原「目露戦後における満州善後措置問題と萩原初代奉天総領：事」。
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での問題とする。

　以上のように本章において指摘した研究史上の課題を解決するため、次章では対満政策

における関東都督と外務省の関係を規定する前提となっていた関東都督府官制を取り上げ

る。そこで、まず、対満政策を実際にどのような機関が実行し、それぞれがどのような権

限を持っていたのかを説明することにする。

第2章　関東都督府官制改正問題一一関東都督府と外務省との権限関係を

　　　めぐる陸軍と外務省一一

　1905年、臼露講和条約と満州に関する日清条約により、日本は遼東租借地、長春・旅順

間の鉄道を獲得した。ここに、日本の満州経営が始まる。満州経営は、領事館、関東都督

府、南満州鉄道株式会社の三つの行政機関によって行われた。それぞれの権限は以下のと

おりである。

　まず、関東都督府は満州駐筍部隊を統率して満鉄付属地の防備にあたり、関東州内の司

法行政事務を管掌し、満鉄付属地の警察事務を行う。都督は陸軍大将または中将とされ、

都督は外務大臣の監督を受けることとされた。つぎに、領事館は関東州の帝国臣民の保護

と外国官憲との交渉を担当した。また、鉄道付属地を含む管轄内の領事裁判権と領事警察

権を持っていた。最後に、南満州鉄道株式会社は、鉄道付属地内における警察以外の行政

事務（教育、衛生）を管掌した。

　ここからわかるように満州の統治権は三つに分けられており、それぞれの間に不統一を

免れることはできなかったu。例えば、警察権問題をみてみると、1908年1月の関東都督

府官制改正において、都督府警察の領事館警察官兼任が認められることになるが、都督府

警察は都督の命令に従い、領事館の命令には従わなかった。外務省の指揮を受ける領事館

と陸軍を背景とする関東都督府とのあいだにおいて権限争いが起こっていたのである玉5。

　さて、1906年8月、第一次西園寺内閣において関東都督府官制が施行された。官制中、

陸軍と外務省の権限に特に関係があるのは以下のものである。

　　「第三条　都督ハ親任トス陸軍大将又ハ陸軍中将ヲ以テ之二充ツ

　　　第四条　都督ハ部下軍隊ヲ統率シ外務大臣ノ監督ヲ承ケ諸般ノ政務ヲ統理ス

　　　第九条　都督ハ其ノ轄区域内ノ防備ノ事ヲ掌ル

　　　第十条　都督ハ其ノ管轄区域内ノ安寧秩序ヲ保持シ又ハ鉄道線路ノ保護及取締ヲ行

　　　　フ為必要ト認ムルトキハ兵カヲ使用スルコトヲ得

14 ?Z部達吉『二本行政法総論』第3版（有斐閣、1920年）308頁。当時ではこのような不統一の蝉騒

　　を「三頭政治」とよんでいた。
15@前掲、栗原健「関東都督府問題提要一特に官制上よりみた都督の在滞領：事指揮監督問題一」。
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　　　　前項ノ場合二於テハ直二外務大臣、陸軍大臣及参謀総長二之ヲ報告スヘシ」玉6

　このように、都督は外務大臣の監督下にあり、軍隊使用の際には外務大臣に報告するこ

とが決められていた。

　ただ、この規定は陸軍の組織目標と直接に結びつく問題を含んでいた。1907年に制定さ

れた「帝国国防方針」によって、陸軍の目標は対ロシア戦遂行とされた。対ロ戦遂行にお

ける関東都督府の位置づけは、田中義一の『滞満所感』において確認することができるユ7。

ここにみられる田中の対ロシア認識とそれに基づく作戦案は、「帝国国防方針」の制定以降、

陸軍に共有されていた考えを表明したものと考えられる。田中はロシアについてつぎのよ

うに論じる。

　　　「北満に於ける露国の施設は単り軍事、経済の進展に努力するに止まらず、政治的実

　　権の獲得をも亦是れ努め、萄も利権伸長の機会あらば断じて之れを逸することな

　　し。」正8

　田中にすればロシアは、日露戦争から約10年経過していてもなお依然として脅威に感じ

る存在であった。田中はロシアに対抗するためつぎのような作戦を導きだした。

　　　「日本軍の露軍に対し当に努力すべき策案は勝を集中の機先に求め、第一の決戦に於

　　て一気に敵軍を粉砕しく中略〉黒龍鉄道を遮断し、東亜に於ける其の命脈を速に切断

　　する」19

　以上の目的を達するために、陸軍は開戦の当初より「其の行動を神速にし、且つ国軍の

集中を短時日間に完了」しなければならず、兵力の「集中を迅速ならしむる一手段」とし

て、「戦略鉄道の増設を急ぎ」、「列車の全能力を軍隊輸送に充つる」ことが必要であると述

べた20。このために、満州駐筍部隊は「神速」に行動し集中することが要求されたのであ

った。

　したがって、このような認識を有している陸軍にとって、対ロシア戦遂行の要であった

関東都督が外務大臣の監督下にある状態は、組織貿標にそぐわないものである、と考えら

れた。

　こうして1910年6月、第二次桂内閣において関東都督府官制の改正が行われた。

　　「第四条、第八条及第十条中『外務大臣』ヲ『内閣総理大臣』」二改メ第四条二左ノ但

16

17

18　
1
9

　
　
2
0

前掲、栗原編『対満蒙政策史の一面』「資料」240－241頁。同書は9本の論文と巻末に次のような関東

都督府に関する重要資料を掲載している。「関東都督府関係」、「辛亥革命関係」、「満州及び支那各地に

於ける外交方針拝格の実例（大正二年六月）」、「二十一箇条問題関係」、「郭家店事件事略（大正五年八

月一十月）」、「第二次満蒙挙事関係」。

田中義一伝記刊行会・高倉徹一編『田中義一傳：記　上巻』（原書房、198圭年、原本は1958年）547－584

頁。『滞満所感』は、前掲、北岡『日本陸軍と大陸政策』によると19！4年1月に執筆された。

同上、　569頁。

同上、58！頁。

同上、581－582頁。
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在満行政機構改革問題をめぐる陸軍と外務省（後藤）

　　　書ヲ加フ

　　　　但シ外交二関スル事項二付テハ外務大臣ノ監督ヲ承ク」2玉

　19！0年の改正は、拓殖局の設置と同時に行われた。拓殖局は内閣総理大臣直属のもとに、

台湾、樺太、朝鮮に関する事項、外交に関する事項を除く関東州に関する事項を統理した。

　都督府官制改正は外地統治機関の設置にともなうものであったが、改正の内容をみても

わかるように、陸軍出身である桂太郎首相の目的は、関東都督に対する外務省の権限の縮

小にあったと考えられる。しかし、この官制改正において、陸軍の要求は達成されたわけ

ではなかった。なぜならば、但書きをみてわかるように、陸軍は外務大臣の関東都督に対

する介入を完全に排すことができなかったからである。

　このような陸軍の妥協案は長くは続かなかった。1910年に改正された関東都督府官制は、

1913年6月までしか施行されなかった。山本権兵衛内閣のもとで行われた行政整理によっ

て拓殖局が廃止された。これをうけて関東都督府官制は改正され、1906年の状態に戻され

た。再び関東都督は、外務大臣の監督を受けることとなったのである。

　こうした関東都督府官制の流動化を背景にして、陸軍中央の田中義一と現地の中村覚関

東都督と後に首相として在満行政機構改革を閣議に提出する寺内正毅朝鮮総督とから在満

行政機構改革に対して問題点が指摘されるようになる。

　！914年1月、田中義一は『滞満所感』において、満州経営体制の問題点に関して、「目下

の弊害は施政の不統一と指導機関に権威の不足なるとにあり」と指摘した22。そこで田中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ

は、指導機関の権威の不足を補うために「関東都督府及び朝鮮総督府を整理併合して三三
へ　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　　へ

施設の統一機関を設くること」（傍点原文ママ）が必要であると述べた23。田中によれば、

この機関の長官には鮮満経営の全権を委ねることになっていた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ

　また、施政の不統一を解決する方法として、「満洲各地の領事を満鮮統一行政機関の長官
　　　　ヘ　　　へ　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　へ　　　　　　　へ

に隷属せしむること」（傍点原文ママ）があげられた24。日本の満州に関する外交事項は、

この長官と外務大臣が協議し、内閣総理大臣の承認のもとに領事を指揮してこれにあてる

こととしていた。

　また、寺内正毅は、1914年の覚書につぎのように記している。

　　「一、満州ノ経営ハ有力ニシテ相当ノ権カアル中心機関ヲ必要トシ、之ヲ奉天二三キ、

　　　諸般ノ政事ヲ統轄セシムル事（東三省支那官吏ノ上長ト比肩シ、双方ノ諸般係按ヲ

　　　按排指揮スルヲ要ス）

　　一、其管轄区域ヲ定メ、荷モ其凹凸二在ル即満鉄、都督、領事等悉ク挙テ三指令二服

21@前掲、栗原編『対満蒙政策史の一面』「資料」263頁。
22@前掲、高倉編『田中義一傳記　上巻』557頁。
23@同上。
24@同上。

一127一



　　　セシムル事」25

　さらに、このような田中義一、寺内正毅の在満行政機構改革案に加えて、関東都督府か

らも意見が出された。1915年5月、中村覚関東都督は、岡市之助陸相に「関東都督府官制

改正二関スル意見書」を提出した26。

　中村都督は、「政府ハ宜シク植民政策ノ大計ヲ定メ此ノ権利ヲ実際二活用シ帝国民ノ発展

ヲ図り満蒙一体ノ荊棘ヲ開拓シテ皇化ヲ土民二普及シ以テ対支交渉ノ実利ヲ収」めること

を主張し、「此ノ大計ヲ立ツルハ実行機関タルヘキ官制ヲ改善スルヨリ先ナルハナシ」と、

官制改革の必要性を説いた27。

　具体的には、哺満洲鉄道附属地ノー般行政ハ勿論満蒙一帯二於ケル帝国民二対スル警察

司法行政外交ヲ網羅シ之ヲ関東都督ノ職権二移」し、「三頭政治ノ弊」を改め「政務ノ統一」

を確立しなければならないと主張した28。このためつぎのように、官制を改正すべきであ

ると述べた。

　　「一　鉄道附属地二理事七三領事館ヲ併置シ理事弓長兼領事ヲ都督二二シテー般行政

　　　　　及渉外事務ヲ掌ラシム

　　　一　吉林其他必要ノ地二領事館又ハ領事分館ヲ置キ関東都督二隷シテ領事ノ事務

　　　　　（内実ハ理事弓長ト同一事務ヲモ管掌セシム）ヲ掌ラシム」29

　中村の目指したものは、関東都督の権限拡大であった。ここでは政務の統一を確立する

ためには、領事館を都督の指揮命令下に置くということが重要とされたのである。

　以上のことからわかるように、在満行政機構改革に対する陸軍の要求は、権力のある機

関を満州に設置し、在満領事をその機関の指揮下におこうとしているところにあった。さ

らに、その要求は陸軍中央と出先機関とを含めた陸軍全体に共有されていた、と言えるで

あろう。1914年頃から陸軍の要求は、関東都督府官制改正による関東都督府と外務省との

権限関係の変更だけでなく、都督と領事との権限関係の変更をも含めた改革案となって現

れたのである。

　1917年7月、寺内内閣において都督府官制の改正がまた行われた。

　　「第四条　都督ハ部下軍隊ヲ統率シ内閣総理大臣ノ監督ヲ承ケ諸般ノ政務ヲ統理ス但

　　　　シ外交二関スル事項二付テハ外務大臣ノ監督ヲ承ク

　　　第十条中『外務大臣』ヲ『内閣総理大臣』二三ム」3。

25

26　
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山本四郎編『寺内正毅関係文書　首相以前』（京都女子大学、！984年）603頁。この覚書にある「中心

機関」が、具体的にどのような機関なのかは明らかではない。

前掲、栗原編『対満蒙政策史の一面』「資料」345－347頁。

同上、　34，5頁。

同上、　346頁。

同上。

同上、272頁。
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在満行政機構改革問題をめぐる陸軍と外務省（後藤）

　この時の官制改正は、1910年の官制改正と同様に拓殖局設置にともなうものであった。

官制の改正点も同じ内容であった。19！7年に実施された官制改正も、外務省による陸軍の

兵力使用に対する権限行使の根拠を解体しようとした陸軍の試みであった。しかし、陸軍

は、またしても外務大臣の都督に対する介入を排除することはできなかったのである。

　以上要するに、陸軍の要求は、対ロシア戦遂行のために、関東都督が外務大臣の監督下

にあるという状態を打破することであった。陸軍は関東都督に対する外務省の権限の縮小

を目指して官制改正を実行した。しかし、官制改正において、陸軍は外務大臣の関東都督

に対する介入を完全に排すことができなかった。陸軍は要求を達成することはできなかっ

たのである。このため、1914年ごろから、陸軍の要求は、関東都督府官制改正だけでなく、

都督の在満領事指揮監督権をも含めたものとなって現れるのである。

第3章　在満領事指揮監督権問題一関東都督府と在満領事との権限関係

　　　をめぐる陸軍と外務省一一

　在満領事指揮監督権問題は、在満領事の指揮監督権を関東都督府官制の改正によって外

務省から関東都督府に移すことを陸軍が外務省に要求し、外務省の権限を侵奪しょうとし

たものである。この問題は、都督と領事の権限関係をめぐる陸軍と外務省の対立であり、

各官僚機構が単独輔弼制度によって分立する明治憲法の基本構造から逸脱しかねない重大

問題をはらんだものであった。

　先に述べたように、陸軍の組織任務は対ロシア戦遂行、満州では鉄道の保護、安寧秩序

の維持とされていた。関東都督府指揮下の満州駐筍部隊がその任務にあたるが、関東都督

府官制第十条の問題があった。陸軍が組織目標を達成できないことを理由に、在満領事指

揮監督権を問題にし始めるのは、1914年ごろである。具体例として、1916年8月に起きた

郭家店事件がある。この事件は、関東都督と領事の権限関係をめぐる陸軍と外務省の対立

を理解するうえで重要なので詳細に紹介したい。

　郭家店とよばれる満鉄附属地付近で、蒙古軍と中国軍との問に武力衝突がおきた。蒙古

軍は全滅を免れるために、満鉄附属地に逃げ込もうとした。

　この事態に対し、中村南関東都督は、矢田七太郎奉天総領事代理に対して、つぎのよう

な通告を張作並に伝達することを求めた。

　　「日本官憲ハ附属地ノ治安ヲ維持スル瞬く中略〉蒙支両軍ノ交戦的動作ヲ認容スル能

　　ハス両軍トモ此ノ要求二扇島サル行動ヲ為スニ於テハ目本官憲ハ自由ノ行動ヲ執ルヘ

　　シ」31

3三

@同上、366頁。
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　「自由ノ行動」とは軍隊を派遣し武力的行動にでることを意味した32。矢田総領事代理

は、都督の通告内容が外交上重大であったため、公式の通告を差控え、非公式にこれを張

作森に伝達し、同時に外務大臣にその処分を請訓した。これを受けた石井菊次郎外務大臣

は、中村都督に対して、つぎのように注意した。

　　「本大臣ヨリノ訓令ナキ事項ニシテ而モ外交上重大ナル結果ヲ伴フコトアルヘキ措置

　　二付貴官ヨリ領事二其ノ執行ヲ依頼セラレタル場合当該領事ノ立場力甚困難ナルモノ

　　有ル〈中略〉将来同様ノ措置執行方二関シテハ直接貴官ヨリ領事二依頼セラルルコト

　　無ク先以テ当方二具状請訓セラルル様致度」33

　このように外務省は、都督が直接領事を指揮することを認めず、まず外務省に内容を報

告し、請訓するよう注意したのであった。これに対し、中村都督はつぎのごとく反論する。

　　「外交二関スル事項ハ元ヨリ請訓ノ後処理スヘキヲ本則トスルハ熟知スル所ナルモ今

　．回ノ㌍キ時機即急ノ場合（切迫ノ状綿油九月十三日本官ヨリ電報々払出同日参謀長ヨ

　　リ次官宛電報通牒ニヨリ明瞭ナルウ以テ略ス）二面テモ猶ホ且ツ其ノ処置ヲ請訓二待

　　タサルヘカラサルニ於テハ都督幽幽翻意転責ヲ全フスル能ハサルニ至ランコトヲ恐ル

　　殊二満洲方面二於ケル帝国臣民ノ生命財産ヲ保護シ且利権擁護ノ為必要ト認ムル場合

　　二於テハ　天皇ノ大権二属スル軍隊使用ノ権ヲモ御委任トナリ居ル次第」34

　しかし、石井外務大臣は、次のように伝達する。

　　「帝国官憲二面テ外交上重大ナル影響ヲ及ホスコトアルヘキ事項二付中央政府ノ訓令

　　ヲ待タスシテ臨機専行スルトキ山面各方面（支那全体拉列国）二対スル外交ノ統一ハ得

　　テ期スヘカラス其ノ結果政府力対外関係二於テ極メテ困難且不利ナル地位二立ツニ至

　　ルヘキハ申迄モ無二ト存候」35（括弧内は筆者による）。

　このように外務省は対外関係を考慮して、都督の「臨機専行」を許可しなかった36。

　関東都督は在満領事を直接指揮することはできず、領事を動かすためには、外務大臣を

通じて行うしがなかった。また都督が外交上重大な行動をとろうとする場合には、たとえ

「時期切迫ノ場合」であったとしても、外務大臣にその処置を請訓しなければならなかっ

た。

　ここで重要なのが、中村関東都督が統帥権に言及したことである。在満領事指揮監督権

問題は、帝国臣民の保護を目的とした統帥権の発動のためのものであった。このことは、

1917年5月、寺内首相が関東都督府官制改正に際して、都督による領事の指揮監督権を盛

り込もうとしたことから、陸軍としてこのような認識をしていたと考えられる。陸軍は在

32　
3
3

　
　
謎

　
　
　
　
3
5

　
　
　
　
　
3
6

岡上、363頁。

同上、366頁。

同上、367頁。

同上、368頁。

蒙古軍と張作森の武力衝突がその後どうなったのかは、管見の限り、資料がなく不明である。
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在満行政機構改革問題をめぐる陸軍と外務省（後藤）

満領事指揮監督権問題をとおして、外交大権である領事の指揮監督権を、統帥権の範囲内

に組み込もうとしていた。

　1917年5月！目、寺内首相は、領事指揮監督権の獲得をめざし関東都督府官制改革案を

閣議に提出した。閣議に提出された案は、つぎのような内容であった。1、関東都督は満鉄

総裁を兼任すること、2、関東都督は満蒙領事を指揮監督する。外交に関しては外務大臣の

監督をうけること、3、在満蒙領事について、在島蒙本邦人から特別任用すること、4、都

督府に警務部を置き、警務部長に憲兵隊長を当てること37。

　この寺内首相の改革案は、都督の在満領事指揮監督を含んでいたので、外務省の反対に

あった。5月25目、本野一郎外相は、寺内首相に意見書を提出した。

　　　「関東都督ヲシテ満州駐在領事官ノ行動ヲ指揮セシムルハ〈中略〉満州力支那ノ領土

　　二属スルノ原則ヲ無視スルモノト謂ワサルヲ得ス〈中略〉列国ヲシテ其多年疑問トセ

　　ル日本ノ支那二対スル領土的野心ハ愈実現ノ四二就ケルモノタリトノ印象ヲ抱カシム

　　ル」38

　このように外務省は、「満州一隅ノ事項ト錐直接間接二支那全体ハ勿論列国二迄モ其影響

ヲ及ホス」ことを憂慮し都督の領事指揮監督に反対したのであった39。

　外務省の反対により、陸軍の試みは失敗に終わる。官制改正において都督の領事指揮監

督の項目は削除された。ただ、このとき本野外務大臣は、中国に駐在する林権助公使に、

1917年の官制改正についてつぎのような電報を送っている。

　　　「南満州駐在ノ領事官二対スル関東都督ノ指揮監督権ニツキテハ勅令案中何等ノ規定

　　無ク領事官ハ従前通外務大臣ノ指揮監督二巴スルコトトシ唯外務大臣ヨリ肥満領事官

　　二対シ『外国官憲トノ交渉ヲ要セサル行政事務二関シ都督ヨリ照会アリタル場合当該

　　領事官ハ速二之レが実行ノ方法ヲ構ズベシ但シ右実行が外交上支障アリト認メラルル

　　場合ニハ外務大臣二請訓スヘシ』トノ趣旨ノ訓令ヲ発スル」40

　ここからわかるように、陸軍は都督の領事指揮監督権を獲得することはできなかった。

「外交上支障アリト三七ラルル場合ニハ外務大臣二請訓スヘシ」とあるように、陸軍にと

って最も重要であった緊急時における行軍の問題を解決することができなかった。陸軍は

関東都督と領事との関係において、新たな権限を獲得することはできなかったのである畦1。
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山本四郎編『寺内正毅内閣関係資料　上』（京都女子大学、1985年）576頁。前掲、北岡『目本陸軍と

大陸政策』265頁。

前掲、栗原編『対満蒙政策史の一面』「資料」269頁。

同上、268頁。

同上、270頁。

この点に関し、北岡氏は、同じ資料を引用して、都督の領事指揮権はきわめて限定された範囲につい

てのみ認められた、との評価をしているが、「領事官二対スル関東都督ノ指揮監督権ニツキテハ勅令案

中何等ノ規定無ク」とあるように、都督の領事指揮監督権は認められていない。（前掲、北岡『日本陸

軍と大陸政策』266頁。）
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おわりに

　陸軍の要求は、対ロシア戦遂行という理由から、関東都督が外務大臣の監督下にあると

いう状態を打破することであった。そのため、陸軍は、兵力使用に対して外務省が有して

いた権限行使の根拠の解体を目指して官制改正を実行した。しかし、官制改正では、但書

きにおいて、外交事項については外務大臣の監督を受けることとなり、陸軍は外務大臣の

関東都督に対する介入を完全に排すことができなかった。陸軍は要求を達成することはで

きなかったのである。

　このため、1914年頃から、陸軍の要求は、関東都督府官制改正だけでなく、都督の在満

領事指揮監督権をも含めたものとなって現れるのである。在満領事指揮監督権問題は、陸

軍が外交大権である領事の指揮監督権を、統帥権の範囲内に組み込もうとしていたもので

あり、陸軍の管掌範囲を超えたものであった。その意味で陸軍は政治勢力であるといえる。

しかし、都督の領事指揮監督権は外務省によって拒否され、陸軍にとって最も重要であっ

た緊急時における行軍の問題を解決することができなかった事実を見てわかるように、当

該期の陸軍は自らの要求を押し通すほどの政治勢力ではなかったのである。したがって対

州政策における陸軍の外務省に対する優位は、関東都督が陸軍大将・中将に限られていると

いう制度的特権を持ちながらも存在しなかったのである。

　最後に今後の課題について言及しておく。第一に、本稿における分析の中心が、陸軍中

心になってしまったために、陸軍の諸要求に対する外務省側の対応について、詳細に論じ

ることができなかった。第二に、従来の政軍関係研究の聞題点に関して、さらにつけ加え

るならば、陸軍の政治的影響力の問題を見落としていると考えられる。政治権力の実質と

は、制度上の権限関係だけで語りつくすことはできないはずである。それゆえ、二軍関係

研究では制度的アプローチにとどまらず、各アクターの政治的影響力を考察することが肝

要であろう。しかし、現段階では、とりわけ政治的影響力の概念を理論的にさらに考察す

る必要があると思われる。本稿では政治的影響力の門門を指摘するにとどめ、政治的影響

力を分析枠組みとして用いた政軍関係研究は、今後の課題としたい。
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